




※2）法令上の手続き（建築確認申請）を要する場合は、その手続きを行う日の３０日前までに、法令上
の手続きを要しない場合は、行為に着手する日の３０日前までに届出してください。 

事業者 市（都市計画課） 

※１）基準に適合しない場合

・助言、指導

・勧告または公表をする場合があります。
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※２） 

行為の着手 

構想段階 

景観に配慮した設計 

行為（変更）の届出 

是正等 

事前相談・協議 
アドバイス等

・情報提供

・景観アドバイザー制度の活用

パンフレット配布

基準との適合チェック

協議等 

届出受理 

景観づくりの基準に適合 

協議等 

景
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届出受理 < 行為の完了の届出
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